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平
安
時
代
の
漢
詩
文
に
お
け
る

「脱
雇
」
の
用
法

一
、
は
じ
め
に

「
脱
履
」
は
、
も
と
も
と
中
国
で
用
い
ら
れ
た
漢
語
で
あ
る
。
中
国
で
の

最
も
古
い
用
例
は

『
史
記
』
封
禅
書
と

『
漢
書
』
郊
祀
志
に
収
録
す
る
黄
帝

に
ま

つ
わ
る
同
話
に
見
ら
れ
、
「
脱
展
」
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
顔
師
古

が

「
脱
展
」
の
語
に
注
を
付
し
た

『漢
書
』
の
用
例
を
挙
げ
る
。

…
此
五
山
黄
帝
之
所
二
常
遊
ヽ
与
レ
神
会
。
…
百
余
歳
然
後
得
二
与
レ
神

通
「
…
黄
帝
宋
二
首
山
銅
ヽ
鋳
二
鼎
於
荊
山
下
「
鼎
既
成
、
有
レ
龍
垂
二
胡

奪

・下
迎
二
黄
帝
¨
…
黄
帝
既
上
レ
天
、
…
於
是
天
子
日
、
「
嵯
乎
、
誠

得
レ
如
二
黄
帝
ヽ
吾
視
レ
去
二
妻
子
・如
レ
脱
レ
雇
耳
。
」
〈師
古
日

「
展
、
小

履
。
脱
雇
者
言
二
其
便
易
無
ｏ
所
レ
顧
也
。
」
〉

（巻
二
十
五
上
、
郊
祀
志
第
五
上
）

理
想
的
な
帝
王
と
さ
れ
る
黄
帝
が
、
神
仙
の
い
る
場
所
に
よ
く
遊
び
、
悠
々

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
銅
を
採

っ
て
鼎
を
鋳
た
と
こ
ろ
、
龍
が
迎
え
に
来
て

昇
天
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
漢
武
帝
が
、
黄
帝
を

干

水ヽ

梅

羨
む
部
分

「妻
子
を
去
る
を
視
る
こ
と
脱
展
の
ご
と
し
」
に

「脱
展
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。
顔
師
古
の
注
釈
に
は

「脱
展
は
、
そ
の
便
易
に
し
て
顧
み
る

所
無
き
を
言
ふ
な
り
」
と
あ
り
、
即
ち

「脱
展
」
と
は
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て

る
よ
う
に
簡
単
で
あ
り
、
物
事
を
心
に
か
け
な
い
こ
と
を
い
う
と
解
釈
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「脱
履
」
の
字
義
に
沿
っ
た
解
釈
で
あ
り
、
本
来

の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「妻
子
を
去
る
を
視
る
こ

と
脱
雇
の
ご
と
し
」
は
、
も
し
本
当
に
黄
帝
の
よ
う
に
な
れ
る
な
ら
、
大
切

な
妻
子
を
捨
て
る
こ
と
は
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
た
や
す
い
と
い
う

意
味
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
漢
詩
文
に
は
、
「脱
展
」
と
い
う
語
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い

る
。
従
来
の
研
究
で
も
、
渡
辺
秀
夫
氏
は

『本
朝
文
粋
』
に
あ
る

「拠
二
羅

図
一而
逃
レ
塵
、
比
二
万
乗
於
脱
履
こ

（大
江
朝
綱

「陽
成
院
四
十
九
日
御
願

文
し
、
翌
日
是
無
何
在
レ
心
、
辞
二
万
乗
一而
脱
展
」
（大
江
朝
綱

「朱
雀
院
四

（
１
）

十
九
日
御
願
文
し
、
「夫
円
融
院
者
、
当
受
図
所
草
創
、
類
囲
同
以
棲
息
」

（菅
原
輔
正

「円
融
院
四
十
九
日
御
願
文
し

な
ど
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の



例
に
あ
る
よ
う
に

「脱
雇
」
は
帝
皇
関
係
の
願
文
に
多
用
さ
れ
る
た
め
、

「帝
皇
の
崩
御
や
譲
位
を
表
す
特
有
の
用
語
の

一
つ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
氏
は

『紀
家
集
』
巻
十
四
断
簡
に
あ
る

「先
生
本
為
二
右
金

吾
隊
長
ヽ
姓
矢
田
部
、
名
真
継
、
身
長
七
尺
有
餘
、
性
無
レ
嗜
レ
慾
。
時
見
二

府
官
貪
汚
多
□
□
隅
ヽ
弾
レ指
合
レ
眼
而
歎
。
仁
寿
初
、
脱
二
履
妻
子
ヽ
入
レ
山
。

夜
宿
二
古
尿
之
中
ヽ
昼
往
二
渓
澗
之
間
「
採
二水
底
白
石
大
小
ヽ
積
レ
麗
成
レ堆

数
所
。
時
号
日
二白
石
先
生
こ

（紀
長
谷
雄

「白
石
先
生
伝
し

を
取
り
あ
げ
、

「脱
雇
」
「棄
妻
子
」
が

『白
氏
六
帖
事
類
集
』
の

「求
仙
」
部
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
を
根
拠
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る

「脱
展
」
は

「神
仙
伝
の
色
濃
い

影
響
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
、
願
文
に
用
い
ら
れ
る

「脱
展
」

と
同
じ
く

「神
仙

・
老
荘
乃
至
道
教
関
係
の
言
葉
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

（２
）

い
る
。
そ
の
後
、
李
育
婿
氏
も
、
渡
辺
氏
の
指
摘
を
踏
襲
し
、
上
皇
と
関
わ

る
文
章
の
中
に
数
多
く
確
認
で
き
る

「
脱
展
」
を

「神
仙
道
家
の
語
彙
」
と

さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書

『
愚
管
抄
』
で
は
、
「
脱
展

ハ
避
レ
位
也
。

黄
帝
求
二
仙
道

一避
レ
位
如
レ
脱
レ
展

三
」
（巻

一
、
漢
家
年
代
）
と
、
「脱
雇
」

は
帝
位
を
退
く
意
味

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『
文
鳳
抄
』
で
は
、
人
部

の
太

上
皇
の
条
に

「
脱
雇
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
「尭
有
二
天
下
ヽ
年
衰
伝
二
之

舜
ヽ
猶
却
行
、
釈
レ
履
。
（淮
南
子
と

と

「漢
武
帝
云
、
吾
誠
得
レ
如
二
黄
帝
ヽ

視
二
去
妻
子
ヽ
如
レ
脱
レ
雁
。
（史
記
と

（巻
五
）
と
い
う
中
国
の
帝
王
に
関
す

る
用
例
を
引
き
、
「
脱
展
」
と
太
上
皇
と
を
結
び

つ
け
て
理
解
し
て
い
る
。

ま
た

『
拾
芥
抄
』
で
も
、
「太
上
天
皇

〈上
九
之
尊
　
仙
院
　
仙
洞
　
芝
瑚

太
上
皇

〈脱
履
　
虚
舟
〉
・↓
」
（巻
中
、
官
位
唐
名
部
）
と
、
「
脱
履
」
を

も

っ
て
太
上
皇
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
物

で
は
、
「
脱
展
」
は
帝
の

譲
位
、
あ
る
い
は
譲
位
し
た
帝
を
指
し
示
す
語
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、

「
脱
展
」
が
上
皇
関
係
の
文
章
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
平
安

時
代
中
期
以
降
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が

一
般
的
な
認
識
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る

「
白
石
先
生
伝
」
や
願
文
の

用
例
を
湖
る
万
葉
時
代
や
、
ま
た
平
安
時
代
前
期
の
詩
序
や
詩
、
歴
史
書
に

も

「
脱
展
」
の
用
例
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
上
皇
と
関
わ
る
文

脈
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
も
そ
も
中
国
の
文
献
に
お
い
て
も
、
単
に

草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
惜
し
げ
も
な
く
物
事
を
捨
て
る
喩
え
と
し
て
使

（
４
）

わ
れ
、
捨
て
ら
れ
る
も
の
は
様
々
で
あ
る
。
も
と
も
と
簡
単
に
物
事
を
捨
て

る
喩
え
で
あ

っ
た

「
脱
展
」
は
、
な
ぜ
平
安
時
代
中
後
期
に
な
る
と
、
上
皇

関
連
の
文
章
だ
け
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
用
例
や
、
さ
ら
に
中
国
で
の
用
法

を
も
含
め
改
め
て
考
え
、
漢
語

「
脱
雇
」
の
使
わ
れ
方
の
歴
史
的
変
遷
を
追

う
こ
と
に
よ
り
、
平
安
時
代
に
お
け
る

「
脱
展
」
の
用
法
と
そ
の
背
景
と
な

る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
中
国
の
文
献
に
お
け
る

「
脱
展
」
の
用
法

「脱
雇
」
は
も
と
も
と
漢
語
で
あ
り
、
日
本
の
用
例
を
分
析
す
る
前
に
、

ま
ず
、
そ
の
も
と
と
な
る
中
国
の
文
献
に
お
け
る
用
法
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
。
「
便
易
に
し
て
顧
み
る
所
無
き
を
言
ふ
」
と
い
う
意
味
を
持

つ

「
脱

展
」
は
、
中
国
で
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

①
桃
応
問
日
、
舜
為
二
天
子
ヽ
皐
陶
為
レ
士
、
書
捜
殺
レ
人
、
則
如
レ
之
何
。



孟
子
日
、
執
レ
之
而
已
夫
。
然
則
舜
不
レ
禁
与
。
日
、
夫
舜
悪
得
而
禁

レ之
、
夫
有
レ
所
レ
受
レ
之
也
。
然
則
舜
如
レ
之
何
。
日
、
舜
視
レ
棄
二
天

下
ヽ
猶
レ
棄
二
散
離
一也
。
窃
負
而
逃
、
遵
二
海
浜
・而
処
、
終
身
訴
然
、

楽
而
忘
二
天
下
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
孟
子
』
尽
心
上
）

②
尭
之
有
二
天
下
一也
、
非
下
貪
二
万
民
之
富
・而
安
中
人
主
之
位
上
也
。
…
年

衰
志
憫
、
挙
二
天
下
・而
伝
二之
舜
ヽ
猶
二却
行
而
脱

，離
也
。

「
淮
南
子
』
巻
九
、
主
術
訓
）

③
佳
林
字
徳
儒
、
清
河
東
武
城
人
也
。
…
文
帝
践
昨
、
拝
二尚
書
ヽ
出
為
二

幽
州
刺
史
「
北
中
郎
将
呉
質
統
二
河
北
軍
事
ヽ
源
郡
太
守
王
雄
謂
二林
別

駕
一日
、
「
呉
中
郎
将
、
上
所
二
親
重
ヽ
国
之
貴
臣
也
。
使
節
統
事
、
州

郡
莫
レ
不
二奉
箋
致
敬
ヽ
而
崖
使
君
初
不
レ与
二相
聞
「
若
以
二
辺
塞
不
脩
・

斬
レ卿
、
使
君
寧
能
護
レ卿
邪
。
」
別
駕
具
以
白
レ林
、
林
日
、
「刺
史
視
三

去
二
此
州
一如
レ
脱
レ
雇
、
寧
当
二
相
累
一邪
。
此
州
与
二
胡
虜
一接
、
宜
鎮

レ之
以
レ静
、
擾
レ之
則
動
二其
逆
心
ヽ
特
為
二
国
家
一生
二北
顧
憂
ヽ
以
レ
此

為
レ
寄
。
」
在
レ
官

一
期
、
寇
病
寝
息
。
猶
以
二
不
事
上
司
ヽ
左
二
遷
河
間

太
守
ヽ
清
論
多
為
レ林
怨
也
。

Ｓ
三
国
志
』
巻
二
十
四
、
魏
書
二
十
四
、
崖
林
）

④
委
二慈
母
一如
レ
脱
レ
展
、
棄
二少
弟
・如
二遺
土
ヽ
群
子
陸
陸
、
妻
姪
成
レ行
、

慕
二
姜
児
之
爽
言
ヽ
蔑
二伯
春
之
宛
転
「『

魏
書
』
巻
九
十
八
、
爺
衛
列
伝
）

⑤
臣
秦
言
。
昨
被
二
司
徒
符
「
仰
称
二
詔
旨
ヽ
許
二
臣
兄
資
所
≧
爾
、
以
レ
臣

襲
二
封
南
康
郡
公
「
臣
門
籍
動
蔭
、
光
錫
二
土
宇
「
臣
貫
世
載
承
レ
家
、

允
鷹
二
長
徳
「
而
深
鑑
二
止
足
ヽ
脱
二
雇
千
乗
つ
遂
乃
遠
謬
二
推
恩
ヽ
近

率
二庸
薄
「
能
以
レ
国
譲
、
弘
義
有
レ
帰
。
匹
夫
難
レ奪
、
守
以
レ勿
レ弐
。

（梁

。
任
防

「為
二
祐
諮
議
秦
一譲
二
代
レ
兄
襲

，
封
表
」
『文
選
』
巻
三

十
八
）

⑥
斯
蓋
俯
応
二
閻
浮
ヽ
未
疎
二
常
楽
「
降
情
誘
接
、
豊
窮
二
妄
相
「
若
乃
境

無
二
引
汲
ヽ
智
生
二
浅
深
“
明
同
三

体
ヽ
惑
起
二十
重
「
七
地
初
刃
、
方

称
二
変
易
“
三
達
二
後
心
ヽ
因
窮
二
智
種
“
然
倶
冥
二
四
徳
ヽ
脱
二
展
双

林
「
示
表
二金
棺
ヽ
現
焚
二檀
惇
ヽ
浩
浩
焉
不
レ可
レ
知
己
。

（梁

・
元
帝

「荊
州
長
沙
寺
阿
育
王
像
碑
」
「
ム
文
類
衆
』
巻
七
十
六
、

内
典
部
上
、
内
典
）

①
で
は
、
舜
帝
が
位
を
退
く
こ
と
を
、
「散
離
」
即
ち
破
れ
た
靴
を
捨
て

る
こ
と
の
よ
う
に
思
う
と
あ
り
、
②
で
も
、
尭
の
譲
位
に
関
し
て
、
「天
下

を
挙
げ
こ
れ
を
舜
に
伝
ふ
る
こ
と
、
猶
ほ
却
行
し
て
樅
を
脱
ぐ
が
ご
と
し
」

と
あ
る
。
①
と
②
は
、
い
ず
れ
も
大
切
な
帝
位
を
簡
単
に
捨
て
る
こ
と
、
そ

の
簡
単
さ
の
喩
え
と
し
て

「脱
雇
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
以
降
の
用
例

は
、
①
②
と
は
異
な
り
、
帝
以
外
の
人
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
で
は
、

地
方
官
の
佳
林
は
、
上
司
の
機
嫌
を
と
ら
な
い
と
不
利
に
な
る
と
助
言
さ
れ

る
が
、
そ
れ
を
無
視
し
、
「刺
史
此
の
州
を
去
る
を
視
る
こ
と
、
履
を
脱
ぐ

が
ご
と
し
、
な
ん
ぞ
相
累
は
さ
れ
ん
や
」
と
、
官
を
辞
め
、
任
地
か
ら
去
る

こ
と
を
靴
を
脱
ぐ
よ
う
な
簡
単
な
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
簡
単
に
捨

て
得
る
も
の
は
、
刺
史
の
地
位
で
あ
る
。
④
で
は
、
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
簡
単

に
捨
て
た
の
は
母
で
あ
る
。
⑤
は
、
兄
が
継
い
だ
封
土
を
弟
に
譲
ろ
う
と
す

る
が
、
弟
が
そ
れ
を
断
る
た
め
の
表
で
あ
る
。
「深
く
止
足
に
鑑
み
て
、
千

乗
を
脱
展
す
」
の

「千
乗
」
は
、
兵
車
千
台
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
大
諸
侯



視
二
所
レ
封
郡
ヽ
如
ｔ
脱
レ
履
」
と
、
兄
が
千
乗
の
封
土
を
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る

よ
う
に
惜
し
げ
も
な
く
手
放
す
と
解
釈
す
る
通
り
で
あ
る
。
⑥

「
脱
雇
双

林
」
の

「
双
林
」
は
、
『
湿
槃
経
』
「
佛
在
二
拘
Ｆ
那
国
力
士
生
地
阿
利
羅
抜

提
河
辺
婆
羅
双
樹
間
ヽ
爾
時
世
尊
臨
二
湿
槃

こ

に
あ
る
釈
迦
渥
槃
の
場
所
沙

羅
双
樹
を
指
し
、
「脱
展
双
林
」
は
釈
迦
の
浬
槃
を
踏
ま
え
た
表
現
と
言
え
、

そ
れ
を
用
い
て
阿
育
王
の
死
を
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
「
脱
雇
」
は
顔
師

古
の
注
に
あ
る
よ
う
に
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
惜
し
げ
も
な
く
物
事

を
捨
て
る
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
の
使
わ
れ
る
場
面
も

一
定
せ
ず
、
捨
て

る
対
象
も
大
切
な
地
位
、
家
族
、
富
な
ど
様
々
で
あ
る
。
中
に
は

「
脱
展
」

を
用
い
て
人
の
死
を
表
す
用
例
も
あ
る
。
ま
た
、
①
か
ら
④
の
用
例
で
は
、

靴
を
脱
ぐ
が
ご
と
し
の
よ
う
に
、
「
脱
展
」
は
明
ら
か
に
比
喩
表
現
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
⑤

「
脱
雇
千
乗
」
と
⑥

「
脱
履
双

林
」
の
よ
う
に
、
比
喩
表
現
で
あ
り
な
が
ら
動
詞
化
し
た
使
い
方
も
現
れ
て

く
る
。

「
脱
展
」
の
典
拠
と
さ
れ
る

『
史
記
』
『
漢
書
』
で
は
、
理
想
の
帝
王
で
あ

る
黄
帝
が
最
後
に
龍
に
乗

っ
て
天
に
昇

っ
た
と
あ
り
、
神
仙
的
側
面
を
意
識

さ
せ
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
に
中
国

の
文
献
に
見
ら
れ
る
用
例
の
多
く
は
、
帝
王
と
は
関
係
な
く
、
し
か
も
神
仙

的
要
素
も
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
脱
展
」
は
た
だ
物
事
を
簡
単
に
捨

て
る
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
来
、
中
国
で
は
、
「
脱

履
」
は
帝
王
と
関
連
す
る
神
仙
的
な
表
現
と
い
う
認
識
に
固
定
さ
れ
て
い
る

な
お
、
右
は
六
朝
時
代
ま
で
の
用
例
で
あ
る
が
、
後
の
時
代
に
も
、
こ
の

よ
う
な
理
解
が
受
け
継
が
れ
、
「
脱
展
」
は
簡
単
に
物
事
を
捨
て
る
喩
え
と

し
て
様
々
な
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
、
平
安
時
代
の
漢
詩
文
に
お
け
る

「
脱
展
」
の
用
法

三
Ｉ
Ｉ
　
平
安
時
代
以
前
の

「
脱
展
」

前
節
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
漢
語

「
脱
雇
」
は
、
日
本
で
は
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
く
は
平
安
時
代
以
前
の
作
品
に

す
で
に
次
の
よ
う
な
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
天
皇
禅
二
位
干
氷
高
内
親
王
「
詔
日
、
乾
道
統
レ
天
、
文
明
於
色
疋
駅
レ
暦
。

大
宝
日
レ
位
、
震
極
所
以
居
レ
尊
。
昔
者
、
揖
譲
之
君
、
芳
求
歴
試
、
千

文
之
主
、
継
レ
体
承
レ
基
、
胎
二
販
後
昆
ヽ
克
隆
二
鼎
詐
「
朕
君
二
臨
天
下
ヽ

撫
二
育
黎
元
ヽ
蒙
二
上
天
之
保
休
ヽ
頼
二
祖
宗
之
遺
慶
ヽ
海
内
晏
静
、
区

夏
到
刹
。
然
而
競
々
之
志
、
夙
夜
不
レ
怠
、
翼
々
之
情
、
日
慎
三

日
ヽ

憂
二
労
庶
政
ヽ
九
二
載
干
弦
「
今
精
華
漸
衰
、
業
期
斯
倦
、
深
求
二
閑
逸
ヽ

高
踏
二
風
雲
「
釈
レ
累
遺
レ
塵
、
将
レ
同
二
脱
雇
「

『
続
日
本
紀
』
巻
六
、
霊
亀
元
年

（七

一
五
）
九
月
庚
辰
）

①
は
、
元
明
天
皇
が
政
治

へ
の
心
労
か
ら
譲
位
を
志
し
、
皇
位
を
譲
ろ
う

と
す
る
箇
所

で
あ
る
。
「今
、
精
華
漸
く
衰

へ
て
、
重
期
斯
に
倦
み
、
深
く

閑
逸
を
求
め
て
、
高
く
風
雲
を
踏
ま
む
と
す
。
累
を
釈
き
塵
を
遺

つ
る
こ
と
、

将
に
脱
展
に
同
じ
か
ら
む
と
す
」
は
、
煩
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
、
俗
世
の
こ
と

を
忘
れ
て
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
惜
し
げ
な
く
位
を
去
り
た
い
と
あ



る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
続
日
本
紀
』
の
注
釈
に
は
指
摘
は
な
い
が
、

実
は
こ
の
詔
の
表
現
は
、
唐
代
の
公
式
詔
令
を
集
め
た

『唐
大
詔
令
集
』
に

あ
る
詔
の
表
現
と
酷
似
し
て
い
る
。

著
鼎
冤
コ
番
赳
窟
銀
電

大
‐
ョ
尉
Ｒ
ゴ
緊
斑
風
苺

昔
在
勲
華
、
不
昌
蕨
緒
、
揖
譲
之
礼
、
芳
求
歴
試
、
三
代
以
降
、
天
下

為
レ家
、
継
レ体
承
レ基
、
胤
嗣
相
襲
、
故
能
孝
二饗
宗
廟
ヽ
卜
二世
長
遠
ヽ

胎
二
慶
後
昆
ヽ
克
隆
二
鼎
詐
「
朕
鷹
期
受
命
、
握
二
図
閲
極
ヽ
大
極
二
横

流
ヽ
朝
到
図
夏
。
然
而
昧
旦
不
顕
、
日
戻
坐
朝
、
駅
朽
競
懐
、
履
氷

在
レ
念
、
憂
二
労
庶
政
ヽ
九
二
載
於
弦
“
今
精
華
己
堀
、
重
期
倦
勤
、
久

懐
二物
表
ヽ
高
踏
二
風
雲
「
釈
レ
累
遺
レ塵
、
有
同
二脱
展
ヽ
深
求
二
閑
逸
「

翁
唐
大
詔
令
集
』
巻
三
十
、
伝
位
、
神
尭
伝
位
皇
太
子
詔
、
武
徳
九

年

（六
二
六
）
八
月
）

こ
れ
は
武
徳
九
年
唐
高
祖
の
伝
位
の
詔
で
あ
る
。
元
明
天
皇
の
禅
位
の
詔
は
、

こ
の
詔
と
同
じ
く
、
と
も
に
決
ま
り
文
句
か
ら
始
ま
る
。
帝
位
の
尊
さ
を
述

べ
、
次
に
昔
に
譲
位
し
た
帝
王
の
例
を
挙
げ
、
続
け
て
自
分
が
帝
位
に
就
い

て
い
る
間
は
天
下
太
平
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
後
、
し
か
し
今
は

年
を
と
り
、
政
治
へ
の
心
労
や
煩
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
、
閑
逸
を
求
め
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
譲
位
を
決
心
す
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
譲
位
の
理

由
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
例
は
文
章
の
構
造
に
し
て
も
、
表
現
に
し

て
も
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
明
天

皇
の
詔
に
あ
る

「脱
雇
」
は
、
『史
記
』
『漢
書
』
よ
り
も
、
直
接
唐
高
祖
の

伝
位
の
詔
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
え
る
。

『続
日
本
紀
』
で
は
、
「脱
展
」
は
帝
の
譲
位
を
表
し
て
い
る
が
、
平
安
時

代
以
前
の
他
の
用
例
で
は
、
ま
た
異
な
る
用
法
が
見
ら
れ
る
。

②
高
来
里
。
古
老
日
、
天
地
権
輿
、
草
木
言
語
之
時
、
自
レ
天
降
来
神
、

名
称
金
日
都
大
神
「
巡
二
行
葦
原
之
中
津
国
「
和
三
平
山
河
荒
梗
之
類
「

大
神
化
道
己
畢
、
心
存
レ帰
レ天
。
即
時
、
囲
り
劉
到
側
船
畑ら
馴
Ｔ
測
硼

レ執
玉
珪
、
悉
皆
脱
履
、
留
二
置
弦
地
ヽ
即
乗
二白
雲
ヽ
還
二
昇
蒼
天
「

翁
常
陸
国
風
土
記
』
「
信
太
郡
し

③
　
　
或
有
人
。
知
レ
敬
二
父
母
「
忘
二
於
侍
養
ヽ
不
レ
顧
二
妻
子
ヽ
軽
二
於
脱

展
「
自
称
二
異
俗
先
生
「
…

…
う
け
沓
を
　
脱
ぎ

つ
る
ご
と
く
　
踏
み
脱
ぎ
て
　
″何
く
ち
ふ
人
は
石

木
よ
り
　
生
り
出
し
人
か
　
汝
が
名
告
ら
さ
ね
…

（山
上
憶
良

「
令
レ
反
二
或
情

・歌

一
首
並
レビ

『
万
葉
集
』
巻
五
、
雑
歌
、

８００
）

②
は
、
天
か
ら
降
り
て
き
た
普
都
大
神
が
、
山
河
の
荒
々
し
い
神
々
を
平

定
し
た
後
、
身
に
つ
け
た
武
器
や
手
に
持

っ
た
玉
珪
を
、
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に

全
部
こ
の
地
に
捨
て
、
天
に
還

っ
て
行

っ
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
普
都
大

神
が

「脱
展
」
の
よ
う
に
捨
て
た
も
の
は
大
切
な
武
器
や
玉
で
あ
る
。
③
の

序
文
は
、
父
母
を
尊
敬
す
る
こ
と
は
知

っ
て
い
る
が
、
自
ら
世
話
し
よ
う
と

も
せ
ず
、
妻
子
な
ど
は
振
り
返
り
も
し
な
い
で
、
脱
ぎ
捨
て
た
草
履
ほ
ど
に

も
思
わ
な
い
と
い
う
異
俗
先
生
と
名
乗
る
人
を
批
判
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
「
脱
履
」
の
よ
う
に
簡
単
に
捨
て
る
も
の
は
妻
子
で
あ
る
。

こ
れ
ら
平
安
時
代
以
前
の
用
例
で
は
、
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
簡
単
に
捨
て
ら

れ
る
も
の
は
、
帝
位
の
外
に
武
器
や
玉
、
妻
子
な
ど
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

顔
師
古
の
言
う

「
そ
の
便
易
に
し
て
顧
み
る
所
無
き
を
言
ふ
な
り
」
と
い
う

本
来
の
意
味
に
基
づ
い
た
比
喩
的
な
用
法
で
あ
る
。



三
Ｉ
Ⅱ
　
平
安
時
代
前
期
の

「
脱
展
」

平
安
時
代
に
入
る
と
、
早
い
時
期
の

「
脱
展
」
の
用
例
は
、
空
海
の
作
品

に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
。

①
克
孝
克
信
、
且
仁
且
慈
。
販
二
千
金

・以
如
二
蔓
芥
ヽ
臨
二
万
乗

・而
如
二
脱

雇
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「虚
亡
隠
士
論
」
Ｆ

一教
指
帰
』
巻
中
）

①
に
あ
る

「
千
金
を
畷
む
こ
と
蔓
芥
の
ご
と
く
、
万
乗
に
臨
み
て
脱
履
の

ご
と
し
」
と
い
う
対
句
は
、
千
金
の
よ
う
に
価
値
の
甚
だ
高
い
も
の
で
も
草

の
よ
う
に
捨
て
、　
一
万
台
の
兵
車
を
有
す
る
国
で
も
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
簡
単

に
手
放
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
孔
稚
珪
の

「北
山
移
文
」
を

踏
ま
え
た
表
現
で
あ
り
、
帝
位
を
捨
て
る
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

・
鍾
山
之
英
、
草
堂
之
霊
、
馳
二
煙
駅
路
「
勒
二
移
山
庭
「
夫
以
二
歌
介
抜

レ
俗
之
標
、
請
濯
出
レ
塵
之
想
ヽ
度
二
白
雪
一以
方
繋
、
千
塾
目
雲

一而
直
上
。

五
Ｆ
方
知
レ
之
臭
。
若
其
亭
Ｌ
〒
物
表
ヽ
咬
二
較
霞
外
ヽ
芥
二
千
金

・而
不

レ
晒
、
展
二
万
乗

Ｌ
（如
レ
脱
、
聞
二
鳳
吹
於
洛
浦
ヽ
値
中
薪
歌
於
延
瀬
Ｐ
固

亦
有
焉
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『文
選
』
巻
四
十
三
）

②
常
告
二
門
徒

一日
、
人
之
貴
者
、
不
レ
過
二
国
王
「
法
之
最
者
、
不
レ
如
二
密

蔵
「
策
二
牛
羊

一而
趣
道
、
久
而
始
到
。
駕
二
神
通
・以
跛
渉
、
不
レ
労
而

至
。
諸
乗
与
密
蔵
、
豊
得
二
同
日
而
論

一乎
。
仏
法
心
髄
、
要
妙
斯
在
乎
。

無
畏
三
蔵
、
脱
二
履
王
位
「
金
剛
親
教
、
浮
レ
盃
来
伝
。
豊
徒
然
哉
。

今
大
唐
神
都
青
龍
寺
故
三
朝
国
師
灌
頂
阿
閣
梨
恵
果
和
尚
之
碑
」

『
性
霊
集
』
巻
二
、

１３
）

③
是
以
、
儒
童
迦
葉
、
教
風
東
扇
。
能
仁
無
垢
、
法
雨
西
濯
。
五
常
因

レ
之
得
レ
正
、
三
際
以
レ
之
朗
然
。
不
レ
然
者
、
与
二
盲
書

・而
沈
レ
坑
、
将
ニ

禽
獣

一而
無
レ
別
。
孔
宣
不
レ
違
レ
嬬
レ
席
、
悉
達
脱
二
雇
輪
宝
“
蓋
為
レ
此

乎
。
　
　
∩
与
二
越
州
節
度
使

・求
二
内
外
経
書

・啓
」
同
右
、
巻
五
、

４０
）

②
③
は
、
大
同
元
年

（八
〇
六
）
空
海
三
十
三
歳
の
時
の
作
品
で
あ
り
、

空
海
の
作
品
の
中
で
も
早
い
時
期
の
用
例
で
あ
る
。
②
で
は
、
王
族
出
身
の

無
畏
三
蔵
が
王
位
を
継
承
せ
ず
、
仏
教
に
身
を
投
じ
た
こ
と
を

「
王
位
を
脱

雇
す
」
と
表
現
し
て
い
る
。
③
で
は
、
釈
迦
が
理
想
の
国
王
で
あ
る
転
輪
聖

王
の
所
持
す
る
輪
宝
を
捨
て
た
こ
と
、

つ
ま
り
太
子
の
位
、
ひ
い
て
は
帝
の

位
を
捨
て
て
出
家
し
た
こ
と
を

「
脱
展
」
と
言

っ
て
い
る
。
二
例
と
も
に
、

実
際
に
帝
に
な

っ
た
人
の
譲
位
を
表
す
も
の
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
王
族

や
太
子
な
ど
王
位
を
継
ぐ
こ
と
の
で
き
る
、
言
い
換
え
れ
ば
帝
に
準
ず
る
人

が
、
そ
の
身
分
を
捨
て
る
こ
と
、
即
ち
帝
位
を
断
る
こ
と
を
、
帝
を
象
徴
す

る

「王
位
」
「輪
宝
」
を
捨

て
る
こ
と
で
描
写
す
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
次
の
仏
教
経
典
に
そ
の
類
似
表
現
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
仏
教
経
典
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
皇
太
子
造
二
石
弥
勒

・太
官
令
作
レ
賛
。
乗
教
本

一
、
法
門
不
Ｌ

一。
業

基
二
累
明
ヽ
功
由
二
積
地
「
砂
砂
長
津
、
遥
遥
退
裔
。
道
有
二
常
尊
ヽ
神

無
二
恒
器
「
脱
二
展
王
家
ヽ
来
承
二
宝
位
「
慧
日
晨
開
、
香
雨
香
墜
。
藉

感
必
従
、
憑
縁
斯
至
。

「
広
弘
明
集
』
巻
十
六
、
佛
徳
篇
第
二
之
二
、
梁
沈
約
佛
刹
塔
像
諸

銘
十
首
、
弥
勒
）

・
是
以
標
二
号
釈
迦
檀
種
刹
利
「
体
二
域
中
之
尊
「
冠
二
人
天
之
秀
「
然
後

脱
二
展
儲
宮

一直
二
観
道
樹
つ
捨
二
金
輪

一而
取
二
大
千
「
明
二
玉
豪

一而
制
ニ



法
界
「
此
其
所
二
以
垂
跡

一也
。
　
　
　
　
　
翁
釈
迦
譜
目
録
』
序
第
四
）

・
輪
王
有
レ
四
。
鉄
銅
銀
金
。
各
能
王
彼

一
二
三
四
天
下
人
庶
。
如
常
分

別
。
既
脱
二
展
輪
帝
之
宝
「
而
為
二
出
家
“

（『
説
無
垢
称
経
賛
』
巻
四
）

右
の
よ
う
に
、
空
海
の
早
期
の
用
例
は
、
『
文
選
』
や
仏
典
か
ら
の
強
い

影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。
用
例
の
い
ず
れ
も
帝
、
あ
る
い
は
帝
に
準
ず
る
人

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
空
海
の

「
脱
展
」
に
対
す
る
理
解
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
後

に
も
続
き
、
嵯
峨
上
皇
に
関
す
る
文
脈
の
中
で
も
、
譲
位
を
表
す
言
葉
と
し

て

「
脱
展
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

④
伏
惟
、
太
上
天
皇
、
脱
雇
多
レ
閑
、
国
烈
坐
亡
。
九
丹
写
二
其

一
ヽ
八
体

篤
二
其
風
「
　

（「献
二
東
太
上
李
邑
書
述
一表
」
『
性
霊
集
』
巻
四
、

３２
）

⑤
太
上
天
皇
、
創
刻
守

一
、
姑、
射、
忘
帰
。
田
冽
谷、
神、
、
分
河、
盤
楽
。

翁
奉
二
為
桓
武
皇
帝

一講
二
太
上
御
書
金
字
法
花

一達
嘲
」
同
右
、
巻
六
、

４５
）

④
⑤

の
い
ず
れ
も
、
「脱
展
」
は
俗
世
間
と
関
わ
ら
な
い
様
子
を
表
す

「超
然
」
と
対
に
な
り
、
嵯
峨
上
皇
の
譲
位
し
た
後
の
何
物
に
も
囚
わ
れ
な

い
超
俗
自
適
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
⑤
に

「
姑
射
」
「
谷
神
」
「
扮
河
」

な
ど
神
仙
的
な
色
彩
を
持

つ
語
彙
が
集
中
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ

る
点
で
あ
る
。
空
海
の
用
例
の
中
で
、
嵯
峨
上
皇
に
関
す
る
文
脈
で
は
、
神

仙
的
な
側
面
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
の
文
献
や
仏
典
に
基
づ
い
た
空
海
の
早
期
の
用
例

は
仏
教
的
な
色
合
い
が
強
く
、
晩
期
の
嵯
峨
上
皇
に
ま

つ
わ
る
用
例
は
神
仙

道
教
的
な
側
面
を
意
識
さ
せ
る
。
空
海
の
早
期
と
晩
期
の

「
脱
展
」
の
用
例

は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
帝
の
譲
位
を
表
す
点
が
同
じ

で
あ
り
、
特
徴
的
で
あ
る
。

平
安
時
代
前
期

で
は
、
空
海

の
ほ
か
に
、
菅
原
道
真

の
作
品
に
も

「
脱

展
」
の
用
例
は
四
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
帝
の
譲
位
を
表
す

の
は
次
の

一
例
の
み
で
あ
る
。

①
閑
居
蜀
二
於
誰
人
ヽ
紫
震
殿
之
本
主
也
。
秋
水
見
二
於
何
処
ヽ
朱
雀
院
之

新
家
也
。
非
二
智
者

・不
レ
楽
レ
之
、
故
得
三
我
君
之
歓
二
脱
雇
つ
非
二
玄
談

・

不
レ
説
レ
之
、
故
遇
三
我
君
之
逐
二祠
刑
「

翁
九
日
後
朝
、
侍
二
朱
雀
院
ヽ
同
賦
三
閑
居
楽
二
秋
水
ヽ
応
二
太
上
天
皇

製

一序
」
『
菅
家
文
草
』
巻
六
、

４４３
）

①
は
、
朱
雀
院
に
お
い
て
、
宇
多
上
皇
が
催
し
た
詩
宴
で
作

っ
た
序
文
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
帝
の
譲
位
を
表
す

「
脱
展
」
は
、
心
に
何
の
わ
だ
か
ま

り
も
な
い
こ
と
を
表
す

「虚
舟
」
と
対
に
な
り
、
譲
位
し
た
上
皇
が
煩
雑
な

俗
世
間
か
ら
抜
け
出
し
、
ひ
た
す
ら
風
流
を
楽
し
む
と
い
う
文
脈
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

道
真
の
用
例
に
お
い
て
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
帝
の
譲
位
以
外
に
用
い
ら

れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

②
弟
子
　
従
四
位
上
源
朝
臣
能
有
等
、
帰
命
稽
首
、　
一
切
三
宝
。
自
下
従

綱
司
到
割
「
劇
ヨ
佃
劉
引
翻
「
当
副
女口‐
潤
劉
淵
制
劃
ゴ
醐
冽
矧
Ｐ
愛

知
、
上
帝
不
レ祐
、
同
作
二遺
孤
ヽ
皇
天
無
レ知
、
共
為
二窮
子
「

∩
為
二
源
大
夫
閣
下
先
砒
伴
氏
周
忌
法
会
・願
文
」
貞
観
五
年

（八
六

三
）
十
二
月
十
三
日
、
同
右
、
巻
十

一
、

６３７
）

②
は
、
貞
観
五
年
願
主
源
能
有
の
母
伴
氏
の
周
忌
の
た
め
の
願
文
で
あ
る
。



能
有
の
父
で
あ
る
文
徳
天
皇
の
死
に
関
し
て
、
「
綸
言
予
め
せ
ず
、
煩
王
の

郷
を
脱
雁
し
、
警
躍
休
む
が
ご
と
く
、
輿
を
真
際
の
境
に
廻
ら
し
て
よ
り
」

と
い
う

一
節
が
あ
る
。
「
煩
王
之
郷
」
は
こ
の
煩
悩
多
い
現
世
の
こ
と
で
あ

り
、
「
真
際
之
境
」
は
尊
い
仏
教
の
理
想
的
な
境
地
の
こ
と
で
あ
る
。
文
徳

天
皇
は
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
た
や
す
く
煩
わ
し
い
こ
の
世
を
捨
て
、
仏
教
の
本

当
の
郷
に
向
か

っ
た
と
描
写
し
て
い
る
。
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
巻
十
の

文
徳
天
皇
天
安
二
年

（八
五
八
）
八
月
条
に

「
亥
。
今
宵
天
皇
倉
卒
有
二
不

予
之
事
「
近
侍
男
女
騒
動
失
レ
精
。
北
．子
。
帝
病
劇
弥
加
。
言
語
不
レ
通
。

…
乙

卯
。
帝
崩
二
於
新
成
殿

こ

と
あ
り
、
こ
の
記
事
か
ら
、
文
徳
天
皇
は

急
病
に
よ
り
在
位
の
ま
ま
亡
く
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
願

文
に
お
い
て
、
「脱
雇
」
は
、
主
語
は
天
皇

で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
帝
王
の
譲
位
で
は
な
く
、
帝
王
の
死
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

③
却
尋
初
営
仕
　
　
　
　
却
り
て
尋
ぬ
初
め
て
仕

へ
を
営
み
し
こ
と
を

追
計
昔
鑽
堅
　
　
　
　
追
ひ
て
計
ふ
昔
堅
き
を
鑽
り
し
こ
と
を

射
毎
占
正
鵠
　
　
　
　
射
る
こ
と
は
毎
に
正
鵠
を
占
め
け
り

烹
寧
壊
小
鮮
…
　
　
　
一黒
る
こ
と
は
寧
ぞ
小
鮮
を
懐
ら
め
や
…

脱
屁
黄
埃
俗
　
　
　
　
黄
埃
の
俗
を
脱
展
し

交
襟
紫
府
仙
　
　
　
　
紫
府
の
仙
と
交
襟
す

桜
花
通
夜
宴
　
　
　
　
桜
花
通
夜
の
宴

菊
酒
後
朝
筵
　
　
　
　
菊
酒
後
朝
の
筵

∩
叙
意

一
百
韻
」
『
菅
家
後
集
』
４８４
）

④
天
台
山
道
道
何
煩
　
　
天
台
山
の
道
　
道
何
ぞ
煩
し
き

藤
葛
因
縁
得
自
存
　
　
藤
葛
に
因
り
縁
り
て
自
ら
に
存
す
る
こ
と
得
た

り

青
水
渓
辺
唯
素
意
　
　
三日
水
の
渓
の
辺
り
唯
だ
素
意
た
り

綺
羅
帳
裏
幾
黄
昏
　
　
綺
羅
の
帳
の
裏
幾
ば
く
の
黄
昏
た
り

半
年
長
聴
三
春
鳥
　
　
半
年
長
く
聴
く
三
春
の
鳥

帰
路
独
逢
七
世
孫
　
　
帰
路
独
り
逢
ふ
七
世
の
孫

不
放
神
仙
離
骨
録
　
　
神
仙
の
骨
録
を
離
る
る
を
放
さ
ず
ん
ば

前
途
脱
展
旧
家
門
　
　
一則
途
　
旧
家
門
を
脱
展
せ
ん

∩
劉
院
遇
二
渓
辺
三
女

一詩
」
『
菅
家
文
草
』
巻
五
、

３８８
）

③

「叙
意

一
百
韻
」
は
、
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
後
に
作

っ
た
も
の
で
あ

り
、
道
真
が
自
分
の
半
生
の
経
歴
を
追
憶
し
た
中
で
、
最
後
に

「
黄
埃
の
俗

を
脱
雇
し
、
紫
府
の
仙
と
交
襟
す
」
る
こ
と
が
で
き
た
と
あ
る
。
朝
廷
を
神

仙
の
い
る
紫
微
宮
に
、
公
卿
た
ち
を
仙
人
に
喩
え
、
自
分
が
草
履
を
脱
ぐ
よ

う
に
汚
れ
た
俗
世
間
か
ら
抜
け
出
し
て
、
仙
人
の
い
る
紫
微
宮
に
い
た

っ
た

こ
と
を
描
写
し
て
い
る
。
④
は
、
源
能
有
の
五
十
の
賀
を
祈
る
た
め
に
作

っ

た
詩
で
あ
る
。
二
人
の
男
が
仙
境
に
迷
い
込
ん
で
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

こ
で
会

っ
た
二
人
の
仙
女
と
共
に
半
年
間
を
暮
ら
し
た
。
し
か
し
、
故
郷
が

恋
し
く
な

っ
て
戻

っ
て
み
る
と
、
故
郷
で
は
何
百
年
も
の
月
日
が
流
れ
て
お

り
、
た
だ
七
世
の
孫
に
逢
う
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
二
人
の
男
が
神
仙
の
身
か

ら
離
れ
る
こ
と
を
仙
女
た
ち
が
許
さ
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
将
来
旧
い
家
を
捨

て
、
ず

っ
と
神
仙
の
世
界
で
仙
人
と
し
て
生
き
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
う
。

人
間
で
あ
り
な
が
ら
神
仙
に
近
づ
い
て
何
百
年
か
の
長
寿
を
得
た
こ
と
が
め

で
た
い
。
こ
れ
を
も

っ
て
能
有

の
長
寿
を
祝

っ
て
い
徒
。
③
④
と
も
に
、



「
脱
履
」
は
俗
世
間
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
安
時
代
の
早
い
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
勅
撰
歴
史
書
や
、
紀
長
谷

雄
の
ほ
か
の
作
品
な
ど
に
は
、
帝
の
譲
位
を
表
す

「
脱
雇
」
の
用
例
が
見
ら

れ
る
。

①
嵯
峨
天
皇
大
同
四
年
四
月
丙
申
云
々
。
是
日
、
賜
二書
玄
賓
法
師

一日
、

太
上
天
皇
、
寧
済
為
レ
心
、
成
熙
在
レ
慮
。
憂
勤
二
庶
績
ヽ
達
旦
忘
レ
寝
。

旧
疹
相
働
、
聖
体
不
レ
予
。
遂
乃
塞
三
塁
喜
晏
Γ
脱
≧
攣
系
辰
「
谷
神
玄

牝
、
託
二
懐
白
雲
「
時
塾
【
愛
翫
ヽ
平
生
近
幸
。

「
類
衆
国
史
』
巻
三
十
四
、
帝
王
部
、
太
上
天
皇
不
予
）

②
散
位
従
四
位
下
勲
七
等
大
野
朝
臣
真
鷹
卒
。
…
天
皇
脱
雇
価
憂
甲
之
日
、

猶
以
留
二
真
鷹
身
於
公
家
「

醜

一一）
一

巻
菱

鉱

部
、
莞
卒
程

仁
明
天
皇
承
和
薬

③
嵯
乎
、
我
等
生
二
於
恩
ヽ
長
二
於
徳
「
祈
二
天
地

（之
不
）
変
ヽ
指
二
日

月
一而
為
レ
期
。
自
下
栄
貴
為
レ
夢
、
厭
二
四
海

一而
振
衣
。
浮
雲
在
レ
心
、

揖
二
万
乗

一而
脱
履
´
我
等
湾
二
留
塵
□
之
界
ヽ
貪
二
着
煩
悩
之
家
「
徒

含
二
失
時
之

（悲
）
ヽ
（空
拭
）
二
慈
主
之
涙
“

翁
仁
和
寺
法
華
会
記
」
『
紀
家
集
』
巻
十
四
断
簡
）

以
上
、
平
安
時
代
前
期
の

「
脱
雇
」
の
用
例
を
見
た
が
、
空
海
の
用
例
は

確
認
で
き
る
五
例
す
べ
て
が
帝
の
譲
位
と
関
連
し
、
ま
た
、
勅
撰
歴
史
書
に

も
帝
の
譲
位
と
し
て
の
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
菅
原
道
真
の
四
例
の
う
ち
、
譲
位
に
使
わ
れ
る
の
は

一
例
の
み
で
あ

り
、
紀
長
谷
雄
の
用
例
は
二
例
と
も
に
譲
位
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
は
い

な
い
。

つ
ま
り
、
平
安
時
代
前
期
で
は
、
帝
の
譲
位
以
外
を
表
す
用
例
が
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
脱
展
」
の
用
法
が
帝
の
譲
位
に
限
定
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

三
Ｉ
Ⅲ
　
平
安
時
代
中
後
期
の

「
脱
展
」

平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た

『本
朝
文
粋
』
に
は
、
「
脱
展
」
の
用
例

が
見
ら
れ
る
。

①
我
聖
霊
陛
下
、
拠
二羅
図
・而
週
目
日
、
川
引
ｇ
利
劉
側
日
「
落
二雲
髪
・而

入
レ
道
、
尋
≡

一明
於
方
抱
「

（大
江
朝
綱

「
陽
成
院
四
十
九
日
御
願
文
」
天
暦
三
年

（九
四
九
）

十

一
月
十
八
日
、
巻
十
四
、

４‐２
）

②
伏
惟
太
上
法
皇
、
昔
是
剣
何
在
レ
心
、
翻
瓢
劉
到
祠
田
冽
。
今
亦
有
為

厭
レ世
、
入
≡
一密
・而
出
家
。

（大
江
朝
綱

「朱
雀
院
四
十
九
日
御
願
文
」
天
暦
六
年

（九
五
二
）

十
月
二
日
、
同
右
、

４‐３
）

①
と
②
は
、
渡
辺
氏
の
論
で
も
挙
げ
ら
れ
た
平
安
時
代
中
期
の
帝
の
譲
位

を
表
す
早
い
用
例
で
あ
る
。
二
例
と
も
大
江
朝
綱
の
作
で
、
陽
成
院
と
朱
雀

院
の
四
十
九
日
の
た
め
の
願
文
で
あ
る
。
国
を
意
味
す
る

「万
乗
」
の
語
を

用
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は

「脱
展
」
は
、
帝
が
国
を
も
靴
を
脱
ぐ
よ
う

に
簡
単
に
手
放
す
と
解
釈
で
き
る
。
①

「羅
図
を
拠
ち
て
逃
塵
し
、
万
乗
を

脱
雇
に
比
す
」
は
、
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
国
を
投
げ
打

っ
て

「逃
塵
」、

つ
ま

り
、
俗
世
間
か
ら
逃
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
②

「昔
こ
れ
無
何
心
に
在

り
、
万
乗
を
辞
し
て
脱
雇
す
」
に
あ
る

「無
何
」
は
、
『荘
子
』
内
篇
逍
遥



遊
に
見
ら
れ
る
俗
世
を
離
れ
た
理
想
郷

「無
何
有
之
郷
」
を
踏
ま
え
た
表
現

で
あ
る
。
昔
は
神
仙
世
界
に
憧
れ
て
い
た
た
め
譲
位
し
た
が
、
今
は
世
俗
を

厭
う
よ
う
に
な
り
出
家
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

③
自
二
彼
遁
レ
世
揖
レ
尊
、
逐
レ
処
占

，
静
、
歌
鶯
舞
鶴
、
追
二
従
干
案
裳
之

行
つ
草
色
林
輝
、
祗
二
承
干
脱
展
之
歩
つ

（菅
原
輔
昭

「賦
二
隔
レ
花
遥
勧

，
酒
応
二太
上
法
皇
製
・詩
序
」
巻
十
、

２９８
）

④
夫
円
融
院
者
、
当
二受
図
・所
二草
創
ヽ
類
二
脱
履
・以
棲
息
。

（菅
原
輔
正

「
円
融
院
四
十
九
日
御
願
文
」
巻
十
四
、

４‐５
）

③
は
、
菅
原
輔
昭
が
冷
泉
院
の
詩
宴
に
参
加
し
た
際
に
作
っ
た
詩
序
で
あ

緬
に

対
と
な
る

「表
裳
之
行
」
と

「脱
展
之
歩
」
の
典
拠
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
、
梁
簡
文
帝

「大
法
頌
」
の

「若
夫
妙
夢
二
華
膏
ヽ
恰
然
如
レ
射
。

服
二
斉
宮
於
玄
層
ヽ
想
二
至
理
於
粉
陽
「
軽
二
九
鼎
於
襄
裳
「
視
二
万
乗
如
脱

履
置

翁
芸
文
類
衆
』
巻
七
十
六
、
内
典
部
上
、
内
典
）
と
、
『隋
書
』
「尭

得
二太
尉
ヽ
已
作
二
運
衡
之
篇
「
舜
遇
二
司
空
ヽ
便
叙
二精
華
之
颯
「
彼
表
裳
脱

履
、
弐
宮
設
レ
饗
。
百
辟
帰
レ萬
、
若
帝
之
初
。
」
（巻

一
、
帝
紀
第

一
、
高
祖

楊
堅
上
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「表
裳
」
「脱
履
」
は
、
帝
の
譲
位
を
表
す
。

し
た
が
っ
て
、
③
の

「脱
展
」
も
帝
位
を
退
く
こ
と
を
表
す
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
部
分
は
、
譲
位
し
た
冷
泉
院
を
鳥
も
自
然
も
慕
う
と
い
う
情
景
を
描
き
、

冷
泉
院
の
遁
世
後
の
悠
々
自
適
の
生
活
ぶ
り
を
描
写
し
て
い
る
。
④
は
、
菅

原
輔
正
に
よ
る
円
融
院
の
四
十
九
日
の
た
め
の
願
文
で
あ
る
。
円
融
院
が
靴

を
脱
ぐ
よ
う
に
帝
位
を
捨
て
、
帝
位
に
就
い
た
時
に
建
て
た
所
に
休
息
す
る

と
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『本
朝
文
粋
』
に
見
ら
れ
る

「
脱
展
」
の
用
例
は
、
す

べ
て
帝
の
譲
位
と
関
連
す
る
。
作
者
は
大
江
朝
綱
と
菅
原
輔
昭
、
菅
原
輔
正

で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
を
考
え
る
と
、
ま
ず
、
大
江
朝
綱
と
菅
原
輔
正

に
接
点
の
あ
る
こ
と
は
、
『
扶
桑
集
』
巻
九
の
九
十
九
番
大
江
朝
蜘
が
菅
原

輔
正
と
思
わ
れ
る
菅
秀
才
の
登
科
を
賀
し
て
贈

っ
た
詩
か
ら
分
か
る
。
菅
原

輔
昭
と
輔
正
は
、
菅
原
道
真
の
曾
孫
で
あ
り
、
共
に
菅
家
廊
下
で
勉
学
し
、

共
通
の
学
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代

中
期
で
は
、
「
脱
展
」
を
上
皇
関
係
の
文
章
に
用
い
た
の
は
、
文
章
道
の
中

軸
で
あ

っ
た
菅
江
両
家
の
人
で
あ
り
、
文
章
院
と
い
う
共
通
の
場
を
持
ち
、

同
じ
文
化
圏
に
あ

っ
て
、
交
流
の
あ
る
人
の
作
品
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
は
、
文
学
上
の
交
流
に
よ

っ
て
、
「
脱
履
」
に
対
し

て
す
で
に
共
通
意
識
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
謹
啓
二
帝
釈
天

一而
白
。
泰
二
曇
家
之
余
慶
ヽ
猥
列
二
国
之
清
班
「
後

一
條

院
御
宇
之
時
、
始
帯
二
職
位
「
後
朱
雀
院
践
詐
之
書
、
高
昇
二
公
卿
「
先

朝
法
皇
脱
履
之
前
、
超
至
二
内
相
之
官
「

（藤
原
成
季

「太
政
大
臣
藤
原
信
長
造
二
九
條
堂

己

応
徳
二
年

（
一

〇
八
五
）
十
月
、
『
朝
野
群
載
』
巻
三
、
文
筆
下
、
告
文
）

⑥
扮
水
虚
舟
之
遊
、
波
澄

一
清
之
色
。
射
山
脱
展
之
跡
、
嵐
報
万
歳
之
声
。

合
北
辰
御
祭
文
」
天
永
四
年

（
一
一
一
三
）
二
月
二
十
七
日
、
同
右
、

祭
文
）

⑦
雖
二
十
六
大
国
之
帝
王
ヽ
仰
二
佛
力

一分
保
二
其
位
「
是
以
弟
子
鷹
線
之
間

十
四
廻
、
偏
崇
二
金
人

一而
御
レ
俗
。
脱
展
之
後
廿
余
載
、
弥
帰
二
白
法

一

而
送
レ
生
。
為
二
皇
王
之
父
祖
ヽ
泰
二
太
上
之
尊
名
「



（大
江
匡
房

「白
河
院
鳥
羽
御
塔
」
嘉
永

（承
の
誤
）
二
年

（
一
一

〇
七
）
十
二
月
二
十
八
日
、
『
江
都
督
願
文
集
』
巻

一
）

③
弟
子
脱
履
之
時
、
先
詣
二
此
山
「

（藤
原
敦
光

「
太
上
皇

（鳥
羽
院
）
高
野
御
塔
供
養
」
大
治
二
年

（
一
一
二
七
）
十

一
月
四
日
、
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
二
、
願
文
上
）

⑨
鷹
纂
之
間
十
六
年
、
脱
履
之
後
十
四
歳
。

（藤
原
敦
光

「
鳥
羽
勝
光
明
院
供
養
」
保
延
二
年

（
一
一
三
六
）
三

月
二
十
三
日
、
同
右
）

『
本
朝
文
粋
』
の
時
代
に
共
通
意
識
と
な

っ
た

「脱
履
」
を
帝
の
譲
位
の

意
で
用
い
る
用
法
は
、
⑤
か
ら
⑨
の
用
例
に
あ
る
よ
う
に
、
後
の
文
人
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
数
多
く
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
「
脱
展
之
前
」
「脱
雇
之
跡
」
「
脱
履

之
時
」
「
脱
履
之
後
」
な
ど
、
「
脱
展
」
は
動
詞
化
し
た
使
い
方
が
多
く
、
こ

れ
も
平
安
時
代
中
後
期
の
特
徴
の

一
つ
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
よ
り
以
降
、
靴
を
脱
ぐ
よ
う
に
簡
単
に

捨
て
去
る
も
の
は
、
ほ
ぼ
帝
位
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
き
、
「
脱
履
」
は
上
皇
関

連
の
文
章
に
限
定
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
中

期
に
共
通
意
識
と
な
り
固
定
化
し
た
こ
の
用
法
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
に
、

鎌
倉
時
代

へ
も
受
け
継
が
れ
、
広
く
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
従
来
平
安
時
代
中
後
期
の
用
例
に
注
目
が
集
ま
り
、

も

っ
ぱ
ら
上
皇
関
連
の
語
彙
と
見
な
さ
れ
て
き
た
漢
語

「
脱
展
」
に
つ
い
て
、

中
国
の
用
例
や
、
平
安
時
代
前
期
の
用
例
に
ま
で
広
く
目
を
向
け
、
「
脱
展
」

の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を

行

っ
た
。

「
脱
展
」
は
顔
師
古
の
注
に

「
脱
展
は
、
そ
の
便
易
に
し
て
顧
み
る
所
無

き
を
言
ふ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
簡
単
で
、

物
事
を
心
に
か
け
な
い
こ
と
を
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
中
国
の
文

献
に
お
い
て
は
、
草
履
の
よ
う
に
簡
単
に
捨
て
る
対
象
は
、
帝
位
を
含
め
大

切
な
地
位
や
家
族
、
富
な
ど
様
々
で
あ
る
。

日
本
の
万
葉
時
代
や
平
安
時
代
前
期
の
漢
詩
文
に
お
い
て
も
、
中
国
で
の

用
法
と
同
じ
よ
う
に
、
「
脱
展
」
は
最
初
か
ら
帝
の
譲
位
だ
け
を
表
す
言
葉

で
は
な
く
、
様
々
な
用
法
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
中

期
以
降
に
な
る
と
、
「脱
雇
」
は
上
皇
関
係
の
文
章
に
使
わ
れ
る
傾
向
が
強

く
な
り
、
や
が
て
帝
の
譲
位
の
み
を
表
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
来
、
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
物
事
を
簡
単
に
捨
て
る
喩
え

と
し
て
様
々
な
用
法
を
持

っ
た

「
脱
展
」
は
、
な
ぜ
平
安
時
代
中
後
期
に
な

る
と
、
上
皇
と
関
連
す
る
文
章
に
限
定
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
原
因
と
な
る
要
素
は
い
く

つ
か
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
文
献
で
は

「
脱
展
」
は
様
々
な
場
面
に
用
い
ら

れ
、
そ
の
捨
て
去
る
も
の
も

一
定
し
な
い
が
、
『
孟
子
』
『
淮
南
子
』
の
よ
う

な
古
い
文
献
の
用
例
や
、
「
脱
履
」
の
典
拠
と
さ
れ
る

『史
記
』
『
漢
書
』
の

故
事
に
用
い
ら
れ
る
対
象
は
す
べ
て
尭
舜
、
黄
帝
、
漢
武
帝
な
ど
の
帝
王
で

あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
文
人
に
こ
れ
ら
中
国
の
典
籍
が
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
中
国
の
古
い
用
例
や
、



典
拠
と
さ
れ
る
用
例
の
使
い
方
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
作
文
し
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。

ま
た
、
日
本
の
漢
詩
文
に
お
け
る
そ
の
用
法
の
流
れ
か
ら
見
る
と
、
平
安

時
代
の
前
期
ま
で
に
は
、
「脱
展
」
の
用
法
は
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

す
で
に
早
い
時
期
の
歴
史
書

『続
日
本
紀
』
に
は
、
唐
代
皇
帝
の
伝
位
の
詔

に
あ
る

「脱
展
」
の
用
法
の
影
響
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
『類
衆
国
史
』
に
も

同
様
に
帝
の
譲
位
を
表
す
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら

「脱
展
」
を
帝
の
譲

位
の
意
で
用
い
る
用
法
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
空
海
の

作
品
に
あ
る

「脱
展
」
が
、
い
ず
れ
も
帝
の
譲
位
あ
る
い
は
帝
位
を
放
棄
す

る
な
ど
、
帝
位
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
点
は
、
「脱
展
」
を
帝
の
譲
位
の

意
で
用
い
る
傾
向
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

平
安
時
代
中
期
に
な
る
と
、
大
江
朝
綱
や
菅
原
輔
正

・
輔
昭
の
よ
う
に
同
じ

文
化
圏
に
属
す
る
人
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は

「脱
展
」
を
帝
の
譲
位
の
意
に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
が
す
で
に
共
通
意
識

と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
歴
史
的
背
景
か
ら
見
れ
ば
、
平
安
時
代
中
後
期
に
は
、
天
皇
の

譲
位
が
前
の
時
代
よ
り
明
ら
か
に
増
え
て
い
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
、
宇

多
天
皇
以
前
の
天
皇
で
は
、
譲
位
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
在
位
の
ま
ま
に
崩

御
す
る
天
皇
が
多
い
。
し
か
し
、
宇
多
天
皇
以
降
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の

（
‐２
）

天
皇
が
譲
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
譲
位
の
増
加
に
伴
い
、
譲
位
し

た
天
皇
に
用
い
る

「脱
雇
」
の
用
例
も
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代

後
期
に
な
る
と
、
譲
位
し
た
天
皇
が
さ
ら
に
出
家
す
る
傾
向
が
目
立
ち
、
天

皇
の
譲
位
を
表
す
の
に
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「脱
展
」
は
、
次
第

に
俗
世
間
か
ら
逃
れ
仏
門
に
入
る
超
俗
自
適
の
暮
ら
し
を
す
る
上
皇
に
用
い

ら
れ
る
専
有
の
語
と
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
取
り
あ
げ
た

「脱
履
」
だ
け
で
は
な
く
、
調
査
す
る
用
例
を
広
げ
る

こ
と
で
従
来
の
認
識
が
改
め
ら
れ
る
例
は
、
他
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

予
想
さ
れ
る
。　
一
つ
の
語
彙

の
意
味
や
用
法
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
そ
の
語
彙
の
用
い
ら
れ
る
作
品
や
、
そ
の
作
品
の
背
後
に
あ
る
文

化
も
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

狂̈（１
）

「展
」
に
つ
い
て
、
『玉
篇
』
に
は

「履
也
。
或
作
レ
雛
」
と
あ
り
、
『広

韻
』
に
は

「履
不
レ
囁
レ
眼
也
。
与
躍
同
」
と
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
「脱

履
」
「脱
躍
」
「脱
胤
」
は
、
「脱
履
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
語
と
し
て
特
に

区
別
せ
ず
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
引
用
文
に
つ
き
、
稿
者
が
私
に
句

読
点
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

（２
）

渡
辺
秀
夫

「願
文
研
究
の

一
視
点
」
「
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（勉

誠
社
、　
一
九
九

一
年
）

（３
）

李
育
娼

「貌
姑
射
に
住
む
上
皇
像
の
形
成
―

『荘
子
』
「逍
遥
遊
」
に
お

け
る
尭
帝
伝
承
か
ら
」
翁
和
漢
比
較
文
学
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
四
年
二

月
）

（４
）

谷
口
孝
介
氏
は

「古
今
集
へ
の
道
―
宇
多
院
と
菅
原
道
真
」
∩
古
今
集
と

漢
文
学
』
和
漢
比
較
文
学
叢
書
第
十

一
巻
、
汲
古
書
院
、　
一
九
九
二
年
）
で

は
、
天
子
が
位
を
去
る
こ
と
は

「脱
展
」
の
本
来
の
意
味
で
は
な
い
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い
論
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（５
）

現
在
見
ら
れ
る

『唐
大
詔
令
集
』
は
、
宋
の
宋
敏
求
が
編
纂
し
た
も
の
で

あ
る
。
『続
日
本
紀
』
の
時
代
に
は
、
宋
代
に
編
纂
し
た
書
物
を
見
た
は
ず

が
な
く
、
ほ
か
の
形
で
日
本
に
入

っ
た
も
の
を
模
倣
し
た
と
思
わ
れ
る
。



『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
書
物
は
な

い
が
、
唐
代
の
天
子
の
言
動
を
記
録
し
た
唐
の
温
大
雅
撰

『大
唐
起
居
注
』

が
見
ら
れ
、
天
子
の
起
居
注
に
詔
令
は
入
っ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
が
、

不
明
で
あ
る
。

（６
）

『続
日
本
紀
』
の
用
例
に
あ
る

「震
極
所
以
居
レ尊
」
の

「震
」
に
つ
い
て
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
注
は
、
「震
は
震
」
と
説
明
し
て
い
る
。
『唐
大
詔

令
集
』
に
は
、
「震
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「震
」
は

「寝
」
と
通
用
す
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「文
明
於
レ
是
取
レ
暦
」
の

「取
」
は
、
『唐
大
詔
令

集
』
「文
明
於
レ
是
叙
レ暦
」
の

「叙
」
と
異
な
る
が
、
『
旧
唐
書
』
巻
百
八
十

九
の
祝
欽
明
列
伝
に

「今
聖
明
駅
レ暦
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「取
暦
」
は
天
下

を
統
治
す
る
と
い
う
意
味
の
熟
語
で
あ
る
た
め
、
「取
」
が
正
し
い
。
「胎
ニ

販
後
昆
こ

の

「蕨
」
は
、
『唐
大
詔
令
集
』
「胎
二
慶
後
昆
こ

の

「慶
」
と

異
な
る
が
、
「胎
蕨
」
は
遺
す
と
い
う
意
味
の
熟
語
で
あ
り
、
『書
経
』
五
子

之
歌
に
も

「有
レ
典
有
レ
則
、
胎
二
販
子
孫
こ

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「蕨
」
が

正
し
い
と
言
え
る
。

（７
）

日
本
古
典
文
学
大
系

『性
霊
集
』
付
録

「性
霊
集
作
品
略
年
譜
」
に
よ
る
。

（８
）

こ
の
詩
の
理
解
は
、
新
間

一
美
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（９
）

『続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
二
月
二
日

ｏ
大
野
真
鷹
卒
伝
条
に
も
同
記
事

が
あ
る
。

（１０
）

『
日
本
紀
略
』
円
融
天
皇
天
延
二
年

（九
七
四
）
二
月
二
十
八
日
条

「
丁

丑
。
仁
王
会
。
…
冷
泉
太
上
天
皇
詩
宴
。
題
云
。
隔
レ花
遥
勧
レ酒
」
に
よ
る

と
、
輔
昭
が
参
加
し
た
詩
宴
は
冷
泉
院
が
主
宰
し
た
詩
宴
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
柿
村
重
松
注
で

「
日
本
紀
略
、
朱
雀
院
、
天
慶
九
年
四
月
二
十
日
庚

辰
条
云
、
天
皇
逃
二位
於
皇
太
弟
成
明
親
王
ヽ
同
二
十
六
日
丙
成
条
云
、
詔

上
二太
上
天
皇
尊
号
こ

（『本
朝
文
粋
注
釈
』
内
外
出
版
株
式
会
社
、　
一
九
二

二
年
）
を
挙
げ
、
太
上
法
皇
を
朱
雀
院
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（１１
）

こ
の
詩
の
作
者
は

「江
相
公
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
詩
の
自
注

「予
祖
父

相
公
天
長
年
中
受
二業
於
君
高
祖
京
兆
ヂ
「
承
和
之
初
東
西
別
曹
各
自
名
レ

家
」
と
あ
り
、
作
者
は
後
江
相
公
の
大
江
朝
綱
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
正
確

な
作
詩
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
詩
の
尾
聯
は

「我
己
晩
齢
君
始
壮
、
忘
年

共
契
報
二朝
恩
こ

と
あ
り
、
晩
齢
に
な
っ
た
朝
綱
は
始
壮
で
あ
る
菅
秀
才
と

年
齢
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
菅
原
家
で
登
科
試
験
に
及
第
し
た
人
の
中

で
、
時
代
的
に
可
能
性
の
あ
る
の
は
菅
原
文
時
と
菅
原
輔
正
で
あ
る
。
『本

朝
文
粋
』
巻
六
に
載
る
菅
原
文
時
の

「申
■
一位
・状
」
に
よ
る
と
、
文
時
が

及
第
し
た
の
は
天
慶
五
年

（九
四
二
）
四
十
四
歳
の
時
で
あ
り
、
こ
の
時
、

朝
綱
は
五
十
七
歳
で
あ
る
。
『公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
輔
正
が
及
第
し
た

の
は
天
暦
九
年

（九
五
五
）
三
十

一
歳
の
時
で
あ
り
、
朝
綱
は
七
十
歳
の
時

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
詩
が
贈
ら
れ
た
菅
秀
才
は
輔

正
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
大
曽
根
章
介
氏

『
日
本
漢
文
学
論
集
』

（汲
古
書
院
、　
一
九
九
八
年
）
第

一
巻

「王
朝
漢
文
学
の
諸
問
題
」
で
、
こ

こ
の
菅
秀
才
は

「菅
原
輔
正
を
指
す
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

『扶
桑
集
』
に
あ
る
こ
の
詩
は
大
江
朝
綱
が
菅
原
輔
正
に
贈

っ
た
詩
だ
と
考

え
る
。

（・２
）

米
田
雄
介
編

『歴
代
天
皇
年
号
事
典
』
釜
口川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

を
参
照
。

引
用
テ
キ
ス
ト

『
孟
子
』
（
孟
子
正
義
』
所
収
）
『漢
書
』
『淮
南
子
』
（新
編
諸
子
集
成

『淮
南
鴻

烈
集
解
』
所
収
）
冨
一国
志
』
『魏
書
』
『芸
文
類
衆
』
『
旧
唐
書
』
『通
典
』
中
華

書
局
／

『文
選
』
上
海
古
籍
出
版
社
／

『広
弘
明
集
』
『釈
迦
譜
目
録
』
『説
無
垢

称
経
賛
』
大
正
新
修
大
蔵
経
／

『唐
大
詔
令
集
』
商
務
印
書
館
／

『常
陸
国
風
土

記
』
翁
風
土
記
』
所
収
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
／

『性
霊
集
』

『
三
教
指
帰
』
『菅
家
文
草
』
『菅
家
後
集
』
『愚
管
抄
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
／

『続
日
本
紀
』
『万
葉
集
』
『本
朝
文
粋
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
／

『紀
家
集
』
大
江
朝
綱
延
喜
十
九
年
書
写
本
の
複
製
、
宮
内
庁
書
陵
部

／

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
『類
衆
国
史
』
『朝
野
群
載
』
『
日
本
紀
略
』
『本
朝
続



文
粋
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
／

『扶
桑
集
』
田
坂
順
子
編

『扶
桑

集
校
本
と
索
引
』
櫂
歌
書
房
／

『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
至
文
堂
／

『文
鳳
抄
』

（歌
論
歌
学
集
成
別
巻
二
所
収
）
三
弥
井
書
店
／

『拾
芥
抄
』
八
木
書
店

付
記本

稿
は
二
〇
〇
五
年
四
月
三
十
日
に
羽
衣
国
際
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
第
八

十
七
回
和
漢
比
較
文
学
会
例
会

（西
部
）
の
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

―
本
学
大
学
院
外
国
人
招

へ
い
研
究
員
―


